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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年３月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年８月４日 １４時３９分ごろ 

発生場所 阪神港堺泉北第６区  

 泉大津沖埋立処分場防波堤灯台から真方位２８２°１.７海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３２.３′ 東経１３５°２０.７′） 

事故の概要  液化ガスばら積船第十五徳
とく

誉
よ

丸は、西南西進中、また、押船大開
たいかい

５

号は、バージＢ
ビー

.Ｇ
ジー

.３０２と押船列を構成して南進中、第十五徳誉丸

とＢ.Ｇ.３０２とが衝突した。 

 第十五徳誉丸は、右舷中央部外板の凹損等を生じ、バージＢ.Ｇ.

３０２は、左舷船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年８月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 液化ガスばら積船 第十五徳誉丸、７４９トン 

   １４０２５５、岩崎汽船株式会社 

   ６２.４８ｍ（Lr）×１１.４０ｍ×５.０５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１７年１１月 

Ｂ 押船 大開５号、１９トン 

   ２８２－１４１６０大阪、共和海建株式会社、日本海洋資源開

発株式会社（船舶借入人） 

   １１.９５ｍ（Lr）×７.５０ｍ×２.１２ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、１,４１２.１６kＷ（合計）、平成４年２

月 

Ｃ バージ Ｂ.Ｇ.３０２、約１,０６４トン 

   なし、大開マリン有限会社 

   ５１.５ｍ×１３.０ｍ×４.５ｍ、鋼 

   機関なし、平成４年（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６９歳 

   三級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和５４年１２月４日 
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 免 状 交 付 年 月 日 平成２９年６月２６日 

 免状有効期間満了日 平成３４年１０月６日 

  航海士Ａ 男性 ５８歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５９年１２月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年４月１日 

    免状有効期間満了日 平成３１年３月３１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３０歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２５年２月２２日 

    免許証交付日 平成２５年２月２２日 

           （平成３０年２月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に凹損を伴う擦過傷、ハンドレールに曲損 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか４人が乗り組み、ブタン約４００

ｔを積載し、平成２９年８月４日１４時１０分ごろ、三重県四日市港

に向けて阪神港堺泉北第４区を出港した。 

 Ａ船は、船長Ａが、単独で出港操船を行い、浜寺航路を通過した

後、手動操舵から自動操舵に切り替えて針路約２５２°（真方位、以

下同じ。）とし、約１２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）

で堺泉北第６区内を航行した。 

 航海士Ａは、１４時２９分ごろ昇橋し、船長Ａから引き継いで単独

で船橋当直につき、船橋中央に設置された舵輪の後方に立ち、目視及

び３Ｍレンジとしたレーダーを作動させて見張りを始めたところ、右

舷船首方を南進中の押船列（以下「Ｂ船押船列」という。）を初認し

た。 

 航海士Ａは、Ｂ船押船列の船尾方をＡ船が通過することができるも

のと思い、電子海図情報表示装置の画面上に表示された予定針路線上

の変針場所に近づいたので、１４時３４分ごろ、一旦自動操舵から手

動操舵に切り替えて左舵を取って針路約２４３°とし、再度自動操舵

に切り替えた後、同じ速力で航行を続けた。 

 航海士Ａは、Ｂ船押船列以外にＡ船の航行に支障となる船舶が見当

たらなかったので、船橋後方にある海図台で、船尾方を向いて航海日

誌に転針記事の記載を行っていたところ、１４時３９分ごろ、突然、

衝撃を感じ、機関を中立として周囲を確認し、Ｂ船押船列と衝突した

ことを知った。 
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 船長Ａは、自室で事務作業を行っていたが、何かと接触したような

鈍い衝撃を感じ、通路に出たところで乗組員からＢ船押船列と衝突し

た旨の報告を受けて昇橋し、航海士Ａに負傷者の有無及び船体の損傷

状況を確認するよう指示した後、海上保安庁及び船舶所有者に本事故

の発生を通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、また、Ｃ船には、作業員３人を

乗せて産業廃棄物約１００ｔを積載し、Ｂ船の船首部をＣ船の船尾部

に嵌合
かんごう

してＢ船押船列を構成し、１４時００分ごろ大阪府阪南港に向

けて阪神港大阪第６区の新島地区を出港した。 

 Ｂ船押船列は、船長Ｂが、目視及び１.５Ｍレンジとしたレーダー

を作動させて見張りを行い、堺泉北第７区を約７kn の速力で手動操

舵により南進した。 

 船長Ｂは、左舷船首方１Ｍ付近を西南西進中のＡ船を初認した後、

Ａ船の方位に変化が認められない状態で０.５Ｍ付近まで接近したも

のの、Ｂ船押船列が保持船であるので、いずれＡ船がＢ船押船列の船

尾方を通過するなどして避航するものと思い、同じ針路及び速力で航

行を続けた。 

 船長Ｂは、Ａ船が左舷船首方１００～２００ｍ付近に接近したこと

を認め、衝突の危険を感じて機関を中立として右舵一杯を取ったもの

の、Ｃ船の左舷船首部とＡ船の右舷中央部とが衝突した。 

 船長Ｂは、負傷者の有無及び船体の損傷状況を確認した後、海上保

安庁及び船舶管理会社に本事故の発生を通報した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

参照） 

 その他の事項 航海士Ａは、本事故当時、視界が良く昼間であった上、Ａ船の周囲

を航行しているのがＢ船押船列だけであることを目視で確認したの

で、レーダー監視を行っていなかった。 

航海士Ａは、目視だけではなく、レーダーを使用してＢ船押船列の

速力、針路及びＡ船とＢ船押船列との位置関係を確認しておけば良かっ

たと本事故後に思った。 

船長Ｂは、Ｂ船押船列が、本事故当時、保持船の立場であったの

で、避航の気配を示さずに左舷船首方から接近するＡ船に対し、汽笛

の吹鳴による警告信号を行い、また、減速しておけば良かったと本事

故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、堺泉北第６区内を西南西進中、航海士Ａが、右舷船首方を

南進中のＢ船押船列を初認した後、船尾方を向いて航海日誌に転針記
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事を記載し、Ｂ船押船列に対する見張りを適切に行っていなかったこ

とから、Ｂ船押船列と衝突のおそれがある態勢で接近していることに

気付かずに航行を続け、Ｂ船押船列と衝突したものと考えられる。 

航海士Ａは、本事故当時、視界が良く昼間であった上、目視で周囲

を確認し、Ａ船の航行に支障となる船舶がＢ船押船列だけであり、Ｂ

船押船列を初認した際、Ｂ船押船列の船尾方をＡ船が通過するものと

思い込んだことから、レーダーを活用してＢ船押船列の動静を監視す

るなど、Ｂ船押船列に対する見張りを適切に行っていなかったものと

考えられる。 

Ｂ船押船列は、堺泉北第６区内を南進中、船長Ｂが、左舷船首方か

ら接近するＡ船の方位に明確な変化が認められず、Ａ船が避航の気配

を示さないまま更に接近することを認めたものの、針路及び速力を保

持して航行を続けたことから、衝突を避けるための動作をとる時機を

失し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、Ｂ船押船列が保持船であり、いずれＡ船がＢ船押船列を

避航するものと思ったことから、針路及び速力を保持して航行を続け

たものと考えられる。 

原因 本事故は、堺泉北第６区内において、Ａ船が西南西進中、Ｂ船押船

列が南進中、航海士Ａが、右舷船首方を南進中のＢ船押船列を初認し

た後、船尾方を向いて航海日誌に転針記事を記載し、Ｂ船押船列に対

する見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、左舷船首方から

接近するＡ船の方位に明確な変化が認められず、Ａ船が避航の気配を

示さないまま更に接近することを認めたものの、針路及び速力を保持

して航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・接近する船舶を初認した際は、目視だけではなく、レーダープ

ロッティングを適切に活用して船舶の動静を継続的に監視した

り、コンパスを使用して船舶の方位変化を確認するなど、衝突す

るおそれがあるかどうかを適切に判断すること。 

・他船の避航動作に疑問がある場合は、予断や思い込みをせず、警

告信号を行い、衝突のおそれがある場合は、直ちに衝突を避ける

ための動作をとること。 

 



 

 

付図１ 事故発生経過概略図 
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Ａ船 

Ｂ船押船列 

事故発生場所 

（平成２９年８月４日 

 １４時３９分ごろ発生） 

泉大津沖埋立処分場防波堤灯台 

浜寺航路 
堺泉北第４区 

堺泉北第６区 

阪神港 

堺泉北第７区 

× 
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※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首 

方位は真方位である。 

時刻 

（時:分:秒） 

船  位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北緯 

（°-′-″） 

東経 

（°-′-″） 

14:19:06 34-32-56.8 135-25-11.1 353.5 348 10.9 

14:20:04 34-33-07.4 135-25-07.2 340.5 336 11.5 

14:21:04 34-33-17.0 135-24-59.7 311.1 308 11.4 

14:22:04 34-33-23.5 135-24-48.1 293.0 286 11.6 

14:23:04 34-33-24.6 135-24-34.1 269.5 269 12.0 

14:24:04 34-33-24.4 135-24-19.3 265.4 262 12.2 

14:25:04 34-33-21.9 135-24-05.0 255.3 254 12.2 

14:26:04 34-33-18.7 135-23-50.6 253.0 253 12.3 

14:27:04 34-33-15.2 135-23-36.3 253.3 252 12.2 

14:28:04 34-33-11.7 135-23-22.1 252.9 252 12.4 

14:29:04 34-33-08.2 135-23-08.0 252.3 251 12.1 

14:30:04 34-33-04.5 135-22-53.8 252.5 252 12.3 

14:31:06 34-33-00.7 135-22-39.4 252.7 251 12.4 

14:32:06 34-32-57.0 135-22-25.3 250.8 251 12.3 

14:33:06 34-32-53.3 135-22-11.2 252.6 252 12.4 

14:34:06 34-32-49.7 135-21-57.0 252.7 250 12.3 

14:35:05 34-32-44.4 135-21-43.8 241.4 241 12.1 

14:36:05 34-32-38.7 135-21-30.8 242.6 241 12.2 

14:37:05 34-32-33.0 135-21-17.6 243.7 242 12.3 

14:38:05 34-32-27.4 135-21-04.3 242.0 242 12.4 

14:39:05 34-32-21.8 135-20-51.1 242.9 242 12.3 

14:39:45 34-32-18.1 135-20-42.6 242.7 242 10.9 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 


